
平成２６年

第４回市議会定例会 議案第１１号

函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および

運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

の制定について

函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営に関す

る基準等を定める条例等の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２６年１２月２日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および

運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

（函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営に関

する基準等を定める条例の一部改正）

第１条 函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営

に関する基準等を定める条例（平成２５年函館市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。

第５１条第８項中「指定医療機関」を「指定発達支援医療機関」に，

「第６条の２第３項」を「第６条の２の２第３項」に改める。

（函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を定め

る条例の一部改正）

第２条 函館市障害福祉サービス事業の設備および運営に関する基準を

定める条例（平成２５年函館市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。

第２条第２項第３号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第

２項」に改める。

（はこだて療育・自立支援センター条例の一部改正）

第３条 はこだて療育・自立支援センター条例（平成２３年函館市条例

第４２号）の一部を次のように改正する。



第４条第１項第２号中「第６条の２第２項」を「第６条の２の２第

２項」に改め，同項第３号中「第６条の２第６項」を「第６条の２の

２第６項」に改める。

第７条第２項第１号ア中「第６条の２第３項」を「第６条の２の２

第３項」に改める。

附 則

この条例は，平成２７年１月１日から施行する。

（提案理由）

児童福祉法の一部改正に伴い規定を整備するため


